
 

 

ストで問題があった場合に

産業医を派遣するサービス 

◆産業医との相性も大事 

従来から 50 名以上の労働

者を雇用している事業場は、

産業医による毎月の訪問、労

働者の健康管理指導の実施

が必要ですし、月 80 時間超

の残業をした労働者等がい

る事業場（50名未満の事業場

も含む）では、労働者の疲労

の程度を把握し、本人の申出

により医師の面談を実施す

る義務があります。これらに

違反する場合は行政指導の

対象となります（罰則もあ

り）。 

近年のメンタルヘルス不

全による職場の問題への対

応が重要になってきた流れ

を受け、自社が求めるものと

産業医との相性が合わない

ケースも増えてきたようで

す。 

◆精神疾患による労災件数 

過労や職場でのいじめに

より「うつ病」などの精神疾

患を発症したとして労災申

請をした人数は、2013年度に

は 1,409人となり、過去最多

を更新しました。また、実際

に労災認定された人は２年

連続で 400 人を超えていま

す。 

メンタルヘルス不全や精神

疾患の発症を招かないため

には、事前の対策が重要で

す。長時間労働や過重労働

は、日ごろの労務管理で対応

し、併せてこのようなサービ

スを利用することも検討す

べきでしょう。 

 

好況で変わってきた？ 

新入社員の働くことに対

する意識 

◆「第一志望に入社」昨年か

ら微増 

日本生産性本部と日本経

済青年協議会が今年度の新

入社員を対象に実施した「働

くことの意識」の調査結果に

よると、「第一志望の会社に

入れた」と答えた新入社員

は、質問を開始した 2009 年

以降で過去最低を更新した

昨年の 52.0％から、わずかに

改善され 55.0％でした。 

その年の新入社員の就職

活動が順調だったかどうか

で敏感に変化する項目に、

「人並み以上に働きたいか」

との質問があり、景況感や就

職活動の厳しさによって、

「人並み以上」と「人並みで

十分」が相反する動きを見せ

ているようです。バブル経済

末期（平成２～３年）には、

「人並みで十分」が「人並み

以上」を上回っていました

が、その後、景気が低迷する

と、平成 12 年以降は入れ替

わりを繰り返しています。 

最近では、平成 25・26 年

度と「人並み以上」が減少、

「人並みで十分」が増加し、

新入社員の意識はバブル経済

末期と同様の売り手市場の時

のようになってきたようで

す。 

◆「定年まで同じ会社で働き

たい」は減少 

また、「この会社でずっと

働きたいか」という問いには、

一昨年は過去最高を記録した

「定年まで勤めたい」が

28.8％に減少し、代わって「状

況次第でかわる」が 34.5％と

なり、２年連続で「定年まで

勤めたい」を上回りました。 

不況が続いたことでしばら

く増加していたものが、景況

感の好転とともに減少傾向に

あるようです。 

 ◆約７割が「手当が出るなら

残業はいとわない」 

「残業についてどう思うか」

を聞いてみたところ、昨年度

に続き「手当がもらえるから

やってもよい」が最多となり、

昨年度の 63.0％から 69.4％

に急増し、過去最高を更新し

たそうです。 

昨今のいわゆる「ブラック

企業」による残業代の不払い

などの報道に敏感になってお

り、残業はいとわないけれど

も、それに見合った処遇を求

めている傾向にあるようで

す。 

 

◆「社長になりたい」は１割

を下回る  

また、産業能率大学がまと

めた「2014年度新入社員の会

ロフェッショナルとしての

キャリア形成が必要なケー

ス」、また、勤務時間限定正

社員については、「育児、介

護等の事情により長時間労

働が困難な者が就職・就業を

継続し、能力の発揮が可能な

ケース」等が挙げられていま

す。 

◆導入にあたっての課題 

すでに突入しつつある慢

性的な人手不足の時代にお

いて、「多様な正社員・限定

正社員」の活用が非常に大き

な役割を果たすと言われて

います。 

ただし、多様な正社員制度

の導入にあたっては、制度が

労働者の納得を得られるよ

うに努めるとともに、制度を

円滑に運用できるようにす

るために労働者に対する十

分な情報提供と十分な協議

が必要だと指摘されていま

す。 

◆管理職のマネジメントも

重要 

なお、多様な働き方を円滑

に進めるためには、職場にお

ける管理職のマネジメント

能力の向上が不可欠である

ことも指摘されています。 

近年、管理職の“プレイング

マネージャー化”が進展して

いますが、十分なマネジメン

トが実現するような能力向

上が図られるよう、各職場の

実情に即した対応が求めら

れています。 

 

サービスが拡大中 

メンタルヘルス支援会社

の産業医紹介 

◆ストレスチェックの義務

化 

先日、労働安全衛生法の改

正案が成立し、医師、保健師

などによるストレスチェッ

クの実施が事業者に義務付

けられることになりました

（従業員 50 人未満の事業場

については、当分の間努力義

務）。 

これにより、企業は社員が

精神疾患を発症する前に対

策をとることが求められま

す。 

◆産業医の紹介サービス 

こうした流れを受け、次の

ような企業のメンタルヘル

ス対策を支援するサービス

が拡大中のようです。 

・企業が求める診断能力を持

つ産業医を紹介するサービ

ス・グローバル化に対応し、

英語版のストレスチェック

を提供するサービス 

・独自のストレスチェックテ

多様な正社員・限定正社

員」を活用すべきケース

とは？ 

◆厚労省分科会の配布資料 

日本版ホワイトカラーエ

グゼンプションなど、今後の

労働時間規制の緩和に関す

る議論が始まりました。 

「『多様な正社員』の普

及・拡大のための有識者懇談

会における議論の状況」とい

う資料の中で、「多様な正社

員」の活用が考えられるケー

ス等が挙げられていました

ので簡単にご紹介します。 

◆活用が考えられるケース 

「多様な正社員」とは、「限

定正社員」とも呼ばれ、主に

「勤務地」「職務」「勤務時

間」などが限定された社員の

ことを指します。 

活用が考えられるケース

として、勤務地限定正社員に

ついては、「育児、介護等の

事情により転勤が困難な者

や地元に定着した就業を希

望するケース」「改正労働契

約法のいわゆる無期転換ル

ールによる転換後の受け皿

として活用するケース」等が

挙げられています。 

職務限定正社員について

は、「金融・IT などで専門性

が高く特定の職能内でのプ
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